
○各務原市附属機関設置条例（抜粋）  

（ 設置 ）  

第２条  市の執行機関等 （執行機関並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長をいう 。 以下同じ 。） は 、 別表第１の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ 、

それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を置くほか 、 担任する事務に応じ 、

それぞれ別表第２の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を置く こ とができる 。  

（ 所掌事務 ）  

第３条  附属機関の所掌事務は 、 それぞれ別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に掲

げる とおり とする 。  

（ 組織 ）  

第４条  附属機関は 、 それぞれ別表第１及び別表第２の委員の定数の欄に掲げる数以

内の委員をも って組織する 。  

２  委員は 、 別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に掲げる者のう ちから 、 それぞ

れ執行機関等が委嘱し 、 又は任命する 。  

第６条  附属機関に 、 会長又は委員長 （以下 「会長等 」 という 。） を置き 、 委員の互

選によ り定める 。  

２  会長等は 、 会務を総理し 、 附属機関を代表する 。  

３  附属機関に 、 副会長又は副委員長 （以下 「副会長等」 という 。） を置く こ とがで

きる 。  

４  副会長等 （副会長等を置かない附属機関にあっては 、 会長等があらかじめ指名す

る者 ） は 、 会長等を補佐し 、 会長等に事故があると き 、 又は会長等が欠けたと きは 、

その職務を代理する 。  

（ 会議 ）  

第７条  附属機関の会議 （以下 「会議 」 という 。） は 、 会長等が招集し 、 その議長と

なる 。 ただし 、 委員の任期満了後新たに委員が委嘱され 、 若し く は任命された場合

又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開く と きは 、 執行機関等が招

集する 。  

２  会議は 、 委員の過半数が出席しなければ開く こ とができない 。  

３  会議の議事は 、 出席した委員の過半数をも って決し 、 可否同数のと きは 、 議長の

決する と ころによる 。  

（ 委任 ）  

第１ ０条  この条例に定めるもののほか 、 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項

は 、 会長等が当該附属機関に諮って定める 。  

 資料② 



別表第１ （第２条―第５条関係） （抜粋）  

執行機

関等 

附属機関    所掌事務 委員の

定数 

   委員の構成 委員の任

期 

教育委

員会 

各務原市

学校給食

調理場整

備検討委

員会 

学校給食調理場の集約

化及び学校給食の提供

体制について必要な事

項を調査審議する こ

と 。  

６人 （ １ ） 学識経験を有する者 

（ ２ ） 学校教育関係者 

（ ３ ） 教育団体その他の団

体の役員等 

（ ４ ） 市民 

委嘱の日

か ら 調査

審議が終

了す る ま

で  

 


